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告 示
栃木県告示第445号
　次の軽油引取税免税証は、平成29年９月13日から無効とした。
　　平成29年10月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

免税証の
種 類

免 税
用 途

免税証の記号
及 び 番 号 枚数 有 効 期 間

免 税 証 に 記 載
さ れ た 販 売 業
者 の 住 所 氏 名

免 税 証 を
交 付 し た
県 税 事 務 所 名

無効の
事 由

200㍑券 農 業 A0710140826 １枚
H29.１.１
～

H29.12.31

宇都宮市
㈱ＪＡエルサポート

栃　 木　 県
宇都宮県税事務所 紛 失

（税務課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第446号
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　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項（中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第
４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下同じ。）第49条の規定によ
り医療扶助又は医療支援給付のための医療を担当する機関を指定したので、生活保護法第55条の３の規定によ
り次のとおり告示する。
　　平成29年10月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　病院、診療所又は薬局

指 定 年 月 日 名 称 所 在 地

平成29年９月１日 わたらせ在宅診療所 栃木市藤岡町帯刀48-１

平成28年１月１日 石川整形外科クリニック 鹿沼市上殿町1619-４

平成29年４月１日 金子内科クリニック 芳賀郡芳賀町大字祖母井字城之内1041-２

平成29年８月１日 オハナ薬局佐野店 佐野市鐙塚町341-４

平成29年１月１日 フクシ千渡薬局 鹿沼市千渡1670-５

平成29年１月１日 フクシ鹿沼薬局 鹿沼市府所町139-３

平成29年６月１日 鬼怒川調剤センターたかとく薬局 日光市高徳1406-４

平成29年７月１日 SFC薬局西城南店 小山市西城南６-３-13

平成29年７月１日 SFC薬局天神店 小山市天神町１-８-16

平成29年７月１日 SFC薬局東城南店 小山市東城南５-６-28

平成29年８月１日 パンジー薬局 矢板市木幡1326-10

２　指定訪問看護事業者等

指定年月日
指 定 訪 問 看 護 事 業 者 等 訪 問 看 護 ス テ ー シ ョ ン 等

名 称 主たる事務所の所在地 名 称 所 在 地

平成29年
６月１日

株式会社Ｎ・フィー
ルド

大阪府大阪市北区堂島
浜１-４-４　アクア堂
島東館

訪問看護ステーショ
ンデューン小山

小山市駅東通り１-35-
26オルディネールビル
201号室

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第447号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項（中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第
４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下同じ。）第54条の２第１項
の規定により介護扶助又は介護支援給付のための居宅介護若しくは居宅介護支援計画の作成、福祉用具の給
付、施設介護、介護予防若しくは介護予防支援計画の作成又は介護予防福祉用具の給付を担当する機関を指定
したので、生活保護法第55条の３の規定により次のとおり告示する。
　　平成29年10月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　居宅介護事業者
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指 定
年 月 日

居 宅 介 護 事 業 者 居 宅 介 護 事 業 所
居宅介護の
種 類名 称 主たる事務所

の 所 在 地 名 称 所 在 地

平成29年
７月21日

株式会社ファーマ
みらい

東京都世田谷区代
沢５-２-１

みやまえ薬局 足利市島田町822-
７

居宅療養管理
指導

平成28年
８月１日

医療法人ixi 鹿沼市西茂呂四丁
目41-２

ファミリー歯科 鹿沼市西茂呂四丁
目41-２

居宅療養管理
指導

平成29年
７月21日

株式会社ファーマ
みらい

東京都世田谷区代
沢５-２-１

ひまわり薬局小山
店

小山市八幡町２-
７-15

居宅療養管理
指導

平成29年
７月１日

青野　昭彦 大田原市浅香２-
２-９

薬局美原ファーマ
シー

大田原市美原１-
13-４

居宅療養管理
指導

平成29年
７月13日

合名会社君島薬局 那須塩原市中央町
２-25

ふじ調剤薬局 那須塩原市豊浦
93-23

居宅療養管理
指導

２　介護予防事業者

指 定
年 月 日

介 護 予 防 事 業 者 介 護 予 防 事 業 所
介護予防の
種 類名 称 主たる事務所

の 所 在 地 名 称 所 在 地

平成29年
７月21日

株式会社ファーマ
みらい

東京都世田谷区代
沢５-２-１

みやまえ薬局 足利市島田町822-
７

介護予防居宅
療養管理指導

平成28年
８月１日

医療法人ixi 鹿沼市西茂呂四丁
目41-２

ファミリー歯科 鹿沼市西茂呂四丁
目41-２

介護予防居宅
療養管理指導

平成29年
７月21日

株式会社ファーマ
みらい

東京都世田谷区代
沢５-２-１

ひまわり薬局小山
店

小山市八幡町２-
７-15

介護予防居宅
療養管理指導

平成29年
７月１日

青野　昭彦 大田原市浅香２-
２-９

薬局美原ファーマ
シー

大田原市美原１-
13-４

介護予防居宅
療養管理指導

平成29年
７月13日

合名会社君島薬局 那須塩原市中央町
２-25

ふじ調剤薬局 那須塩原市豊浦
93-23

介護予防居宅
療養管理指導

　──────────────────────────────────────────────
栃木県告示第448号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人
等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項（中国残留邦人等の円滑な
帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成19年法律第127号）附則第
４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下同じ。）第54条の２第４項
において準用する生活保護法第50条の２の規定により指定介護機関の名称等を次のとおり変更した旨の届出が
あったので、同法第55条の３の規定により告示する。
　　平成29年10月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　居宅介護事業者

変 更
年 月 日

居 宅 介 護 事 業 者 居 宅 介 護 事 業 所
居宅介護の
種 類名 称 主たる事務所

の 所 在 地 名 称 所 在 地
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平成28年
６月１日

クラフト株式会社 東京都千代田区丸
の内一丁目１番１
号

さくら薬局栃木日
ノ出店（長盛堂薬
局）

栃木市日ノ出町
６-６

居宅療養管理
指導

平成29年
８月１日

株式会社ファーコ
ス

東京都千代田区神
田練塀町68番地１
ムラタヤビル２階

ファーコス薬局の
ぎ（ファーコスの
ぎ薬局）

下都賀郡野木町丸
林420-６

居宅療養管理
指導

（注）表中の（　）内は変更前のもの
２　介護予防事業者

変 更
年 月 日

介 護 予 防 事 業 者 介 護 予 防 事 業 所
介護予防の
種 類名 称 主たる事務所

の 所 在 地 名 称 所 在 地

平成28年
６月１日

クラフト株式会社 東京都千代田区丸
の内一丁目１番１
号

さくら薬局栃木日
ノ出店（長盛堂薬
局）

栃木市日ノ出町
６-６

介護予防居宅
療養管理指導

平成29年
８月１日

株式会社ファーコ
ス

東京都千代田区神
田練塀町68番地１
ムラタヤビル２階

ファーコス薬局の
ぎ（ファーコスの
ぎ薬局）

下都賀郡野木町丸
林420-６

介護予防居宅
療養管理指導

（注）表中の（　）内は変更前のもの
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第449号
　次の指定介護機関から、生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永
住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項
（中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律（平成
19年法律第127号）附則第４条第２項において準用する場合を含む。）においてその例による場合を含む。以下
同じ。）第54条の２第４項において準用する生活保護法第50条の２の規定により指定介護機関の事業を廃止し
た旨の届出があったので、同法第55条の３の規定により告示する。
　　平成29年10月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　居宅介護事業者

廃 止
年 月 日

居 宅 介 護 事 業 者 居 宅 介 護 事 業 所
居宅介護の
種 類名 称 主たる事務

所の所在地 名 称 所 在 地

平成29年
６月30日

株式会社セント
フォローカンパ
ニー

茨城県水戸市中央
２-８-12

SFC薬局西城南店 小山市西城南６-
３-13

居宅療養管理
指導

平成29年
６月30日

株式会社セント
フォローカンパ
ニー

茨城県水戸市中央
２-８-12

SFC薬局天神店 小山市天神町１-
８-16

居宅療養管理
指導

平成29年
７月31日

社会福祉法人ふれ
あいコープ

宇都宮市緑五丁目
13番６号

コープヘルパース
テーション今泉

栃木市今泉町一丁
目17番29号

訪問介護

２　介護予防事業者
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廃 止
年 月 日

介 護 予 防 事 業 者 介 護 予 防 事 業 所
介護予防の
種 類名 称 主たる事務

所の所在地 名 称 所 在 地

平成29年
６月30日

株式会社セント
フォローカンパ
ニー

茨城県水戸市中央
２-８-12

SFC薬局西城南店 小山市西城南６-
３-13

介護予防居宅
療養管理指導

平成29年
６月30日

株式会社セント
フォローカンパ
ニー

茨城県水戸市中央
２-８-12

SFC薬局天神店 小山市天神町１-
８-16

介護予防居宅
療養管理指導

平成29年
７月31日

社会福祉法人ふれ
あいコープ

宇都宮市緑五丁目
13番６号

コープヘルパース
テーション今泉

栃木市今泉町一丁
目17番29号

介護予防訪問
介護

（保健福祉課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第450号
　保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）第18条の規定に基づく第67回准看護師試験を次のとおり実
施するので、保健師助産師看護師法施行規則（昭和26年厚生省令第34号）第19条の規定により告示する。
　　平成29年10月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　試験期日
平成30年２月18日（日）

２　試験場所
宇都宮市陽南４丁目２－１　栃木県立衛生福祉大学校

３　願書の提出期間
⑴　提出期間
平成30年１月４日（木）から同月９日（火）まで
（郵送の場合は、簡易書留にて平成30年１月９日（火）までの消印有効）

⑵　提出場所
〒320－8501　宇都宮市塙田１丁目１－20
栃木県保健福祉部医療政策課看護職員育成担当　電話028（623）3152

４　試験科目
　人体の仕組みと働き、食生活と栄養、薬物と看護、疾病の成り立ち、感染と予防、看護と倫理、患者の心
理、保健医療福祉の仕組み、看護と法律、基礎看護、成人看護、老年看護、母子看護及び精神看護
５　受験資格
　保健師助産師看護師法第22条各号のいずれかに該当する者（次のいずれかに該当する者）とする。
⑴　文部科学大臣の指定した学校において２年の看護に関する学科を修めた者（平成30年３月までに修業す
る見込みの者を含む。）
⑵　都道府県知事の指定した准看護師養成所を卒業した者（平成30年３月までに卒業する見込みの者を含
む。）
⑶　文部科学大臣の指定した学校教育法（昭和22年法律第26号）に基づく大学（短期大学を除く。）におい
て看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者（平成30年３月までに卒業する見込みの者を含む。）

⑷　文部科学大臣の指定した学校において３年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者（平成30年３月
までに修業する見込みの者を含む。）
⑸　都道府県知事の指定した看護師養成所を卒業した者（平成30年３月までに卒業する見込みの者を含む。）
⑹　外国の保健師助産師看護師法第５条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国に
おいて看護師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が⑶から⑸までに掲げる者と同等以上の知
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識及び技能を有すると認めたもの
⑺　外国の保健師助産師看護師法第５条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国に
おいて看護師免許に相当する免許を受けた者のうち、⑹に該当しない者で、厚生労働大臣の定める基準に
従い、栃木県知事が適当と認めたもの

６　受験手続
　試験を受けようとする者は、次の書類を提出すること。
⑴　第67回栃木県准看護師試験願書
⑵　第67回栃木県准看護師試験写真票・受験票
　　出願前６か月以内に脱帽して正面から撮影した縦６センチメ－トル、横４センチメ－トルの写真で、裏
面に撮影年月日及び氏名を記入したものを貼り付けること。
⑶　受験資格を証する書類
ア　５の⑴から⑸までのいずれかに該当する者は、当該学校又は養成所の修業証明書又は卒業証明書。修
業又は卒業見込みである者については、修業見込証明書又は卒業見込証明書とするが、平成30年３月２
日（金）午後５時までに修業証明書、卒業証明書又は卒業（修業）確定証明書のいずれかを提出するこ
と。また、卒業（修業）確定証明書を提出した者については、平成30年３月16日（金）午後５時までに
修業証明書又は卒業証明書を提出すること。修業証明書、卒業証明書又は卒業（修業）確定証明書がそ
れぞれの提出期限までに提出されないときは、試験結果のいかんにかかわらず当該者に係る試験を無効
とする。
　　なお、出願書類を学校又は養成所で取りまとめる場合には、修業見込証明書又は卒業見込証明書は一
連名簿で提出しても差し支えない。
イ　５の⑹又は⑺に該当する者は、当該事実を証する書類の写し

７　受験票の交付
　出願書類を受理した後、受験資格があると認められた者については、本人又は学校若しくは養成所に受験
票を送付する。

（医療政策課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第451号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関を指定したので、同法第69条の規定により次のとおり公示する。
　　平成29年10月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定
年 月 日

自 立 支 援
医療の種類

わたらせ在宅診療所 栃木市藤岡町帯刀48-１ わたらせ診療所
院長　永榮　美香

平成29年
９月１日

精神通院医療

オハナ薬局佐野店 佐野市鎧塚341-４ 株式会社メディキュア
代表取締役　藤田　勝久

平成29年
９月１日

精神通院医療

カワチ薬局針ヶ谷店 宇都宮市針ヶ谷町472-７ 株式会社カワチ薬品
代表取締役　河内　伸二

平成29年
９月１日

精神通院医療

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第452号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第54条第２項に規
定する指定自立支援医療機関を指定したので、同法第69条の規定により次のとおり公示する。
　　平成29年10月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　薬局
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名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定
年 月 日

自立支援医療
の 種 類

オハナ薬局佐野店 佐野市鎧塚町341-４ 有限会社メディキュア 平成29年
９月１日

育成医療及び更
生医療

クスリのアオキ東町
薬局

鹿沼市東町２丁目２番41号 株式会社クスリのアオキ 平成29年
９月１日

育成医療及び更
生医療

２　指定訪問看護事業者等

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定
年 月 日

自立支援医療
の 種 類

ＷＡＤＥＷＡＤＥ訪
問看護ステーション
鹿沼

鹿沼市府中町362-15ラ・
カーサ・フェリーチェ 102

ｙｏｂｏｉｒｙｏ株式会
社

平成29年
９月１日

育成医療及び更
生医療

中央ケアサポート訪
問看護ステーション

足利市五十部町499-３ 有限会社キャスパー 平成29年
９月１日

育成医療及び更
生医療

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第453号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第64条の規定によ
り指定自立支援医療機関から次のとおり変更の届出があったので、同法第69条の規定により公示する。
　　平成29年10月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名 変 更
年 月 日

自 立 支 援
医 療 の 種 類

りんどう薬局（りん
どう薬局野間店）

那須塩原市野間字神沼453-
20

有限会社カイト
代表取締役　金澤　弘子

平成19年
４月１日

精神通院医療

中央ケアサポート訪
問看護ステーション

足利市五十部町499-３（足
利市五十部町 719 　パラ
ティーノ足利２Ｆ）

株式会社キャスパー
代表取締役　小川　清一

平成27年
７月30日

精神通院医療

※表中の（　）内は変更前のもの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　（障害福祉課）　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第454号
　次の土地改良区から申請のあった土地改良事業計画の変更に関し、土地改良法（昭和24年法律第195号）第
48条第９項において準用する同法第８条第１項の規定により審査を行った結果適当と決定したので、同条第６
項の規定により公告する。
　なお、同法第48条第９項において準用する同法第８条第６項の規定により、変更後の土地改良事業計画書の
写しを所轄農業振興事務所において縦覧に供する。
　この公告に係る決定に対して異議がある者は、同法第48条第９項において準用する同法第９条第１項の規定
により、所轄農業振興事務所を経由して、栃木県知事に申し出ることができる。
　　平成29年10月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地 改 良 区 名 事 業 名 縦 覧 期 間 異 議 申 出 期 限 所轄農業振興事務所

国分寺土地改良区 国分寺地区土地改
良（維持管理）事

平成29年10月10日から
同年11月７日まで

平成29年11月22日 下都賀農業振興事務
所
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業

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第455号
　道路整備特別措置法（昭和31年法律第７号）第17条第１項の規定により、栃木県道路公社が道路の区域を次
のように変更したので、道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により告示する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成29年10月６日から同年11月６日まで一般の縦
覧に供する。
　　平成29年10月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
道路の種類　一般国道
路　線　名　119号
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

前
宇都宮市石那田町字風木原内597-２か
ら
宇都宮市石那田町字仲内前510-３まで

24.0 ～ 61.4 622.0

後
宇都宮市石那田町字風木原内597-２か
ら
宇都宮市石那田町字仲内前510-３まで

39.3 ～ 91.6 622.0

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第456号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成29年10月６日から同年11月６日まで一般の縦
覧に供する。
　　平成29年10月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
道路の種類　一般国道
路　線　名　119号
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

前
宇都宮市石那田町字大橋場615-１から
宇都宮市石那田町字仲内通り442-７ま
で

12.0 ～ 23.5 230.0

後
宇都宮市石那田町字大橋場615-１から
宇都宮市石那田町字仲内通り442-7ま
で

13.8 ～ 25.2 230.0

Ⅱ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　小来川文挾石那田線
道路の区域
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整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

149

前
宇都宮市石那田町字風木原内597-４か
ら
宇都宮市石那田町字榊里589-５まで

6.5 ～ 11.2 300.0

後
宇都宮市石那田町字風木原内597-４か
ら
宇都宮市石那田町字榊里589-１まで

7.5 ～ 23.5 290.0

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第457号
　栃木県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成17年栃木県条例第４号）第７条の規定
により指定管理者から変更の届出があったので、同条例第８条第２項において準用する同条第１項の規定によ
り次のとおり告示する。
　　平成29年10月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

施設の名称 指定管理者の名称 変 更 事 項 変 更 前 変 更 後 変 更 の
年 月 日

栃木県鬼怒グリー
ンパーク

渡辺建設株式会社 指定管理者の
代表者の氏名

代表取締役
和　知　孝　道

代表取締役
渡　辺　眞　幸

平成29年
８月22日

（都市整備課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○患畜の届出
　家畜伝染病予防法（昭和26年法律第166号）第13条第１項の規定により、家畜が患畜となったことを発見し
た旨の届出があったので、同条第４項の規定により次のとおり公示する。
　　平成29年10月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

家畜伝染病
の 種 類

家畜の
種 類

患畜又は疑似
患畜の区分

頭羽群数
発生の場所
又 は 区 域

発 生 年 月 日
経過及び
転 帰

腐蛆
そ

病 蜜蜂 患畜 １群 佐野市 平成29年９月27日 自衛焼却

（畜産振興課）　
───────────────────────────────────────────────
　　　○県営土地改良事業の工事完了
　県営土地改良事業について次のとおり工事が完了したので、土地改良法（昭和24年法律第195号）第113条の
３第３項の規定により公告する。
　　平成29年10月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事 業 名 完 了 年 月 日

県営小貝川沿岸２期地区土地改良（区画整理）事業 平成29年３月23日

県営益子西部地区土地改良（区画整理）事業 平成29年３月27日
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（農地整備課）　
───────────────────────────────────────────────
　　　○開発行為の工事完了
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により、開発行為に関する工事の完了に係る検査
済証を交付したので、同条第３項の規定により公告する。
　　平成29年10月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

開 発 区 域
（工区に含まれる地域の名称）

開 発 許 可 を 受 け た 者

住 所 氏 名

下野市下長田字西原404番４、404番６ 下野市下長田404番地４ 梅 　 山 　 康 　 之

下野市下長田字西原404番２ 宇都宮市下岡本町4439番地チェリー
ブラッサム202

梅 　 山 　 典 　 子

下野市薬師寺字舘ノ前2258番２ 東京都北区田端五丁目９番18号ルミ
エール町井303号

大 　 門 　 　 　 豊

下野市上古山字神ノ内1816番21 下野市下石橋496番地５ノーヴァミ
ニョン101

毛 　 塚 　 　 　 功

下野市下古山字周防塚2328番４、2331番１ 東京都品川区大崎一丁目11番２号 株式会社ローソン

下都賀郡壬生町大字壬生甲字御里東1011番１ 下都賀郡壬生町大字壬生甲961番地
１

青 　 木 　 一 　 男

下都賀郡壬生町大字壬生丁字六美10番８、15
番３

下都賀郡壬生町大字壬生丁135番地
２ヴィラ・ルエーレＤ－６

松 　 尾 　 純 　 一

下都賀郡壬生町大字国谷字大明神322番288 宇都宮市宮の内四丁目213番地15
ローズコート宮の内Ｂ201

川 　 嶋 　 裕 　 則

下都賀郡野木町大字野木字韮窪3741番 下都賀郡野木町大字丸林393番地22
美行ハイツＢ－207号

山 　 中 　 昇 　 亮

下都賀郡野木町大字野木字韮窪3716番 下都賀郡野木町大字友沼4645番地８
スイートホームⅡ－101号

松 　 本 　 　 　 薫

下野市下古山字上ノ原2522番１ 河内郡上三川町大字下神主229番地
６

社会福祉法人幸知会

（第１工区）
さくら市箱森新田字箱森570番１の一部、579
番５の一部、蒲須坂字北原278番１

神奈川県横浜市西区みなとみらい四
丁目４番５号横浜アイマークプレイ
ス

エバラ食品工業株式
会社

（都市計画課）　
───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　平成29年10月６日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
〔掲載順序〕
①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決
定日（随意契約の場合は相手方を決定した日）　⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
札価格（随意契約の場合は契約価格）　⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約
の場合）　⑩指名業者名（指名競争入札の場合）　⑪落札方法（競争入札の場合）
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発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,080円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

１　①パトカー動態表示システム車載装置　69式　②栃木県警察本部警務部会計課　栃木県宇都宮市塙田１－
　１－20　③借入　④平成29年８月29日　⑤株式会社ＪＥＣＣ　東京都千代田区丸の内３－４－１　⑥
77,837,760円　⑦一般競争入札　⑧平成29年７月11日　⑪最低価格

２　①仮想デスクトップ用ソフトウェア等調達　一式　②栃木県経営管理部情報システム課　栃木県宇都宮市
塙田１－１－20　③購入等　④平成29年８月31日　⑤株式会社大塚商会宇都宮支店　栃木県宇都宮市東宿郷
４－１－11　⑥135,236,520円　⑦一般競争入札　⑧平成29年７月14日　⑪最低価格
───────────────────────────────────────────────
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　平成29年10月６日

栃木県下水道管理事務所長　　佐　　藤　　大　　三　　
〔掲載順序〕
①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決
定日（随意契約の場合は相手方を決定した日）　⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
札価格（随意契約の場合は契約価格）　⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約
の場合）　⑩指名業者名（指名競争入札の場合）　⑪落札方法（競争入札の場合）

①栃木県下水道資源化工場で使用する重油（JIS　K　2205　1種１号）第７回目　購入見込数量210㎘　②栃
木県下水道管理事務所　栃木県河内郡上三川町大字多功1159　③購入等　④平成29年９月21日　⑤両毛丸善株
式会社　栃木県足利市問屋町1535－12　⑥55.944円（１ℓ単価）　⑦一般競争入札　⑧平成29年１月17日　
⑪最低価格

（会計局会計管理課）　
───────────────────────────────────────────────


